平成23年度大阪市一種免許取得免許法認定講習実施要項
１　目　的
免許法認定講習は、教育職員免許法の規定に基づき、担任している校種・教科について二種免許状を有する教職員、及び高等学校等における実習助手に対して、資質の向上を図るとともに、一種免許状を取得するために必要な単位を修得させることを目的とする。
２　主　催
大阪市教育委員会
３　指導大学
大阪教育大学
４　受講対象者
(１)　大阪市立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校に勤務する教員（臨時的任用の者を除く）のうち、担任する校種・教科についての免許状が二種免許状の者で、幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状・中学校教諭一種免許状を取得しようとする者。
(２)　大阪市立校園に勤務する養護教職員（臨時的任用の者を除く）のうち、所有免許状が二種免許状の者で、養護教諭一種免許状を取得しようとする者。

(３)　大阪市立高等学校及び特別支援学校に勤務する家庭実習、工業実習又は商業実習の実習助手（臨時的任用の者を除く）のうち、教育職員免許法附則第９項に規定する家庭実習、工業実習、商業実習を担当する教諭の一種免許状を取得しようとする者。


５　日　程
　（１）講義　平成23年8月10日（水）、11日（木）、12日（金）
	講義日程
	第１時限目
	第２時限目
	第３時限目
	第４時限目

	８月10日
	
	
	13:30～15:00
	15:15～16:45

	８月11日
	9:30～11:00
	11:15～12:45
	13:30～15:00
	15:15～16:45

	８月12日
	9:30～11:00
	11:15～12:45
	13:30～15:00
	


　（２）成績審査
　　　　8月12日の3時限目（13時30分から15時00分）に全科目行う

６　会　場

　　大阪教育大学　天王寺キャンパス

　　　所在地　大阪市天王寺区南河堀町４－８８

　　　最寄駅　ＪＲ大阪環状線「寺田町」、ＪＲ・地下鉄「天王寺」、近鉄南大阪線「あべの橋」

７　開設科目等一覧表
(１)　教職に関する科目
	申込区分
	免許法施行規則に
規定する科目区分
	開設科目
	講　　　師
	定 員

	教職
	生徒指導、教育相及び

進路指導等に関する科目
	生徒指導のための応用行動分析
	大阪教育大学教授
大河内　浩人
	１００名


(２)　教科に関する科目
	申込区分
	免許教科
	開設科目
	講　　　　　師
	定 員

	教科
	幼一免
小一免
	美術
	大阪教育大学教授
田中　久和

大阪教育大学准教授

佐藤　賢司
	４２名

	
	中一免
（美術）
	
	
	


(３）　養護に関する科目

	申込区分
	免許法施行規則に
規定する科目区分
	開設科目
	講　　　　　師
	定 員

	養護
	養護に関する科目
	養護概説
	大阪教育大学教授
北口　和美
	４２名


※
受講申し込みにあたっては、次の者に限る。

「教職Ａ」・・すべての受講対象者
「教　科」・・中学校「美術」及び小学校・幼稚園の一種免許を取得しようとする者
「養　護」・・養護教諭の一種免許を取得しようとする者
８　単位の認定
この講習は、免許法認定講習として文部科学大臣の認定を受けて実施されるものである。従って、単位は、各科目１単位とし、当該単位の課程として定めた講義時間数の４／５以上を出席し、かつ、試験または報告書等の成績審査に合格した者に対し授与する。
９　経　費
受講料は徴収しない。但し、資料代その他必要経費は受講者負担とする。
10　受講申し込み
(1) 受講希望者は、別紙様式の受講申込書に所要事項を記入し、校園長を通じて大阪市教育委員会事務局教職員人事担当へ申し込むこと。
(2) 受講可能な科目は１科目である。ただし受講希望科目は第２希望まで記入すること。
(3) 受講についての許可・不許可は、後日(７月末までを予定)校園長を通じて通知する。
(4) 申し込み数が受講定員を上回った場合は､採用年度､在職年数及び免許教科等を考慮して受講者を決定する｡
　また、「教科に関する科目」の受講決定については、中学校教員の申し込み者を優先し、「教職に関する科目」の受講決定にあたっては、４の受講対象者の(1)及び(2)を優先する。「養護に関する科目」の受講決定にあたっては、４の受講対象者の(2)を優先する。

(5) 申込手続きに不備のあるものについては、受講を許可しない。

11
受講申し込み期限
平成23年６月30日(木）（必着）
12
申し込み先
大阪市教育委員会事務局　教職員人事担当   担当：濱田（電話6208-9028）
（〒530-8201　大阪市北区中之島１丁目３番２０号）
　
13
その他

(1) 講習会場への自動車での来場は禁止する。

(2) 受講者は、講習には必ず受講通知書･印鑑を持参し、出席簿に押印すること。

(3) この講習参加者の勤態の取扱いは「職免」とし、旅費は支給されない。

(4) 初日（８月10日）の講義開始10分前（13時20分）からオリエンテーションを実施するので必ず出席すること。
(5) 講習を欠席する場合は､所定の欠席届（様式は受講許可者に通知する）を校園長を通じて教職員人事担当まで提出すること。なお、無届け欠席や特段の理由がないにもかかわらず欠席した者については、次年度以降、本講習の受講を認めない｡
(6) 教育職員検定の申請に必要な単位数は、大阪府教委のホームページを参照すること。
http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=2757&sin_recid=9487#shinsei
→「教員免許状の取得・申請について」のページ
